
別表１（第３条、第４条、第５条関係） 

補助対象事業 補助対象経費 補助率 限度額 

事務所開設等事業 

創業・第２創業を目的と

した、事務所の増改築、設

備備品の購入費等 

１／２ 
１件につき 

100万円 

 

別表２（第 10条関係） 

補助対象事業 添付書類 

事業所開設等事業 

・事業所開設等経費明細 

・支払領収書又はこれに代わる書類 

・定款、税務署へ提出した開業届出書など事業内容が

分かる書類 

・その他村長が必要と認める書類 

 


